
 

  

 
 

 

     

 
 

4
1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 1  

340  

 
 
 

 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 
2  
3

7,000

 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 1  

340  

 
 
 

 

 
 

 
1

 
2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1  

 
2 1  

6,775,000  
3

 
 

 

20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

6,775,000  
2 50

50
 

3
 

4 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1

 
2  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
1

 
2  

 
８ 災害救助基準

-1008-

20-1



 

     

 

 
 
 
 
 

 
1

 
2

 
 

 
1 1  

1,230  
 
 
 
 
 

 

7  
 
 
 
 
 

 

 
1  1/3  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

7  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
1 4 9 10

3
 

2  

 

10  
 
 

 
1  
2  
 

 

 1  2  3  4  5  
6  

1  
 

 
 
 

 
 

 
19,200 

 
24,600 

 
36,500 

 
43,600 

 
55,200 

 
8,000 

 
 

 
31,800 

 
41,100 

 
57,200 

 
66,900 

 
84,300 

 
11,600 

 
 
 

 

 
 

 
6,300 

 
8,400 

 
12,600 

 
15,400 

 
19,400 

 
2,700 

 
 

 
10,100 

 
13,200 

 
18,800 

 
22,300 

 
28,100 

 
3,700 

 

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1   

 
2   

 
3  

 

 

14  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7

 

 
1

 
2

100 80  
 
 
 

 

7  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-1009-



 

     

 
 

 
 
 
 

 
1

 
2

 
 

 
 

 
 
 
 

 

3  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
50,000  

 

10  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  

 
2

 

 

1
 

 

 
706,000  

 
343,000  

 

 

23 3
1

24
1

28 2
1

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1  

 
2 1

 
  4,800  
  5,100  

 5,600  
 

 

 
 

1  

 
15  

 
 
 

 
1  
2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
1  

12  
219,100  

12  
175,200  
 
 

 

10  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

10  
 
 
 

 
 

 

 
 

-1010-



 

     

 

 

 
 

3,500  
 
 

 
 

5,400  
 

 
 
 
 
 
 

 

10  
 
 

 
1  
2  
3  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
138,300  

 

 

10  
 

 

 

 
 

1  
 
 
 
 

 
1

 
2  
3  
4  
5  
6  
7

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

2  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4

1 4
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 1

3

17 1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-1011-



 

     

 

 
 

 
1  
2  
3  
4

 
5  
6  
7  
 

 

21

1 7

22 16
143

 
 

 

 

 

 

     

 

-1012-



別表

県内市町別災害救助法1号適用基準一覧表 令和２年国勢調査による

市区名 人口 (人)
適用基準
世帯数

市　名 人口 (人)
適用基準
世帯数

郡名 町名 人口 (人)
適用基準
世帯数

郡名 町名 人口 (人)
適用基準
世帯数

22100_静岡市 693,389 150 22203_沼津市 189,386 100 22301_東伊豆町 11,488 40 22424_吉田町 28,919 50 

22101_静岡市葵区 249,297 100 22205_熱海市 34,208 60 22302_河津町 6,870 40 22429_川根本町 6,206 40 

22102_静岡市駿河区 213,026 100 22206_三島市 107,783 100 22304_南伊豆町 7,877 40 周智郡 22461_森町 17,457 50 

22103_静岡市清水区 231,066 100 22207_富士宮市 128,105 100 22305_松崎町 6,038 40 

22130_浜松市 790,718 150 22208_伊東市 65,491 80 22306_西伊豆町 7,090 40 

22131_浜松市中区 235,240 100 22209_島田市 95,719 80 田方郡 22325_函南町 36,794 60 

22132_浜松市東区 129,356 100 22210_富士市 245,392 100 22341_清水町 31,710 60 

22133_浜松市西区 108,160 100 22211_磐田市 166,672 100 22342_長泉町 43,336 60 

22134_浜松市南区 99,769 80 22212_焼津市 136,845 100 22344_小山町 18,568 50 

22135_浜松市北区 92,688 80 22213_掛川市 114,954 100 

22136_浜松市浜北区 98,779 80 22214_藤枝市 141,342 100 

22137_浜松市天竜区 26,726 50 22215_御殿場市 86,614 80 【 災害救助法施行令第1条第1項第1号適用基準 】

22216_袋井市 87,864 80 

22219_下田市 20,183 50 

22220_裾野市 50,911 80 

22221_湖西市 57,885 80 

22222_伊豆市 28,190 50 

22223_御前崎市 31,103 60 

22224_菊川市 47,789 60 

22225_伊豆の国市 46,804 60 

22226_牧之原市 43,502 60 

市町村人口 住家滅失世帯数

5,000人未満 30 

5,000～14,999人 40 

15,000～29,999人 50 

30,000～49,999人 60 

50,000～99,999人 80 

100,000～299,999人 100 

300,000人以上 150 

賀
茂
郡

榛原郡

駿
東
郡
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[資料編Ⅱ]

20-2-1 静岡県大規模地震災害対策基金条例 （県財政課 ）

静岡県大規模地震災害対策基金条例をここに公布する。

昭和 59 年３月 23 日

静岡県知事 山 本 敬三郎

静岡県条例第 25 号

静岡県大規模地震災害対策基金条例

（設 置）

第１条 大規模な地震による災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要する経費に充てるため、静岡県大規模地震

災害対策基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積 立 て）

第２条 基金として積み立てる額の総額は、700 億円とする。

（管 理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

２．基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、静岡県一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

（委 任）

第５条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

（施行期日）

１．この条例は、公布の日から施行する。

（静岡県庁舎建設基金条例の一部改正）

２．静岡県庁舎建設基金条例（昭和 42 年静岡県条例第 51 号）の一部を次のように改正する。

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。

（大規模地震による災害発生時の措置）

第５条 知事は、大規模な地震による災害が発生した場合において、災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要す

る経費に充てるため必要があると認めるときは、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で、この基金を処分し、静岡

県大規模地震災害対策基金に繰り入れるものとする。

（静岡県土地開発基金条例の一部改正）

３．静岡県土地開発基金条例（昭和 44 年静岡県条例第 38 号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

４．第１項及び前項の規定にかかわらず、第６条の規定により、この基金の処分が行われたときは、基金の額は処分相当額減

少するものとする。

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。

（大規模地震による災害発生時の措置）

第６条 知事は、大規模な地震による災害が発生した場合において、災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要す

る経費に充てるため必要があると認めるときは、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で、この基金を処分し、静岡

県大規模地震災害対策基金に繰り入れるものとする。

（静岡県財政調整基金条例の一部改正）
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[資料編Ⅱ]

５．静岡県財政調整基金条例（昭和 45 年静岡県条例第 25 号）の一部を次のように改正する。

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。

（大規模地震による災害発生時の措置）

第５条 知事は、大規模な地震による災害が発生した場合において、災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要す

る経費に充てるため必要があると認めるときは、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で、この基金を処分し、静岡

県大規模地震災害対策基金に繰り入れるものとする。

（静岡県県債管理基金条例の一部改正）

６．静岡県県債管理基金条例（昭和 54 年静岡県条例第 20 号）の一部を次のように改正する。

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。

（大規模地震による災害発生時の措置）

第５条 知事は、大規模な地震による災害が発生した場合において、災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要す

る経費に充てる必要があると認めるときは、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で、この基金を処分し、静岡県大

規模地震災害対策基金に繰り入れるものとする。
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地震・津波対策等減災交付金交付要綱

(趣旨)

第１条 知事は、静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2023 の減災目標であ

る「令和７年度までに想定犠牲者を９割減少し、その後も減災効果を維持」と「被

災後生活の質的向上による被災者の健康被害等の最小化」の達成に向け、市町及

び一部事務組合(以下「市町等」という。)が実施する地震・津波対策等に対し、

予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県

補助金等交付規則(昭和 31 年静岡県規則第 47 号)及びこの要綱の定めるところに

よる。

(定義)

第２条 この要綱において「地震・津波対策等減災交付金」とは、市町等が策定

し、知事が受理した令和５年度から令和７年度までの地震・津波対策等の取組に

関する計画(以下「地震・津波対策等減災三箇年計画」という。)に位置付けられ

た事業の実施に要する経費に充てるため、この要綱に定めるところにより、知事

が交付する交付金をいう。

２ この要綱において「交付対象メニュー」とは、市町等が、地震・津波対策

アクションプログラム 2023 の減災目標の達成に向け、静岡県第４次地震被

害想定及び静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2023 を踏まえて策

定した地震・津波対策の行動計画である「市町アクションプログラム」に

基づいて行う地震・津波対策で、別表１に掲げるメニューのうち、地震・

津波対策等減災三箇年計画に記載されたものをいう。

(メニュー、交付率及び交付上限額)

第３条 メニュー名、交付率及び交付上限額は、別表１に定めるとおりとする。た

だし、第５項の規定による認定を受けた市町は、別表１の「津波対策がんばる市

町認定」欄に○印が記されたメニューについて、当該メニュー欄に対応する交付

率、交付上限額が適用されるものとする。また、別表１の「わたしの避難計画持

続化メニュー」は、第８項の規定による認定を受けた市町に適用する。

なお、第５項及び第８項の規定に基づく認定を受けた市町は、認定の時期を問

わず、認定を受けた年度以降に着手した関連事業の全てを交付率嵩上げの対象と

する。

２ メニューの交付対象は、別表２に定めるとおりとする。ただし、本要綱及び別

表２で特に定めるものを除き、国庫補助金及び国の交付金で採択された事業は、

交付対象外とする。

３ 資機材整備メニューについては、別表４に定めるとおりとする。ただし、別表

４に掲げる資機材名に記載のないものについても、この交付金の趣旨の範囲内で

あれば交付対象とする。
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４ 交付に当たり、メニュー毎に算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。

５ 知事は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす市町を「津波対策がんばる市町」

として認定するものとする。

(1) 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23年法律第 123号)第 53 条第１項の

規定に基づく津波災害警戒区域又は同法第 72 条第１項の規定に基づく津波災

害特別警戒区域の指定を受けた区域を有する市町

(2) 今後も津波対策の推進が見込まれる市町

６ 前項の規定による認定を受けようとする市町は、次の各号に掲げる書類を、知

事宛て提出するものとする。

(1) 津波対策がんばる市町認定申請書(様式第１号) １部

(2) 実施予定事業の概要等の補足説明資料 １部

７ 知事は、前項の規定による申請を受理した場合は、内容を確認・調整し、適当

と認めたときは様式第２号により市町に通知するものとする。

８ 知事は、「わたしの避難計画」による住民の早期避難意識の向上及び維持に持続

的に取り組む市町を、「わたしの避難計画がんばる市町」として認定するものとす

る。

９ 前項の規定による認定を受けようとする市町は、次の各号に掲げる書類を、知

事宛て提出するものとする。

(1) わたしの避難計画がんばる市町認定申請書(様式第３号) １部

(2) わたひな持続化計画(様式第４号) １部

10 知事は、前項の規定による申請を受理した場合は、内容を確認・調整し、適当

と認めたときは様式第５号により市町に通知するものとする。

(地震・津波対策等減災三箇年計画の提出等)

第４条 別表１に定めるメニューを活用しようとする市町等は、次の各号に掲げる

書類を、知事宛て提出するものとする。

(1) 地震・津波対策等減災三箇年計画書(様式第６号) １部

(2) 三箇年計画事業総括書(様式第７号) １部

２ 知事は、市町等から前項各号に掲げる資料の提出を受けた場合には、内容を確

認・調整のうえ、受理するものとする。

３ 前２項の規定は、地震・津波対策等減災三箇年計画を変更する場合に準用する。

(交付申請)

第５条 市町等は、別に定める日までに、知事に対し、次の各号に掲げる書類を提

出するものとする。

(1) 交付申請書(様式第８号) １部

(2) 事業計画総括書(様式第９号) １部

(3) 事業計画個別書(様式第 10 号) １部

-1017-



２ 知事は、市町等から交付申請書の提出を受けた場合には、内容の審査を行うと

ともに、適当と認めたときは様式第 11 号により交付の決定を市町等へ通知するも

のとする。

(交付の条件)

第６条 市町等の地震・津波対策等を一層推進するため、交付決定後に、この交付

金の趣旨の範囲内で、メニュー間の相互の流用をすることは認める。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければな

らない。

(1) 交付決定通知書に記載された交付決定の金額を増額しようとする場合

(2) 交付決定を受けた全ての事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 新たにメニューを追加しようとする場合

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更

し、又は条件を附することができる。

３ 市町等は、交付決定を受けた事業が期間内に完了しない場合又は事業の遂行が

困難となった場合は、直ちに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

４ 市町等は、交付決定を受けた事業により取得し、又は効用の増加した不動産及

びその従物について、知事の承認を受けずに、交付金の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

５ 県は、交付決定を受けた事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びそ

の従物を知事の承認を受けて処分することにより市町等に収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。

６ 市町等は、交付決定を受けた事業により取得し、又は効用の増加した財産を善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならない。

７ 市町は、地震・津波対策等減災交付金を財源の全部又は一部として当該市町の

補助金等を交付する場合は、前４項に規定する事項を条件として付さなければな

らない。この場合において、前４項中「知事」とあるのは「市町長」と、第５項

中「県」とあるのは「市町」と読み替えるものとする。

８ 市町は、前項の規定による読替え後の第３項の規定による指示又は第４項の規

定による承認をする場合、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

９ 県は、第７項の規定による読替え後の第５項の規定について、市町等に収入が

あった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。

(変更承認申請)

第７条 市町等は、前条第１項の規定により知事の承認を受けようとする場合は、

次の各号に掲げる書類を知事へ提出するものとする。

(1) 変更承認申請書(様式第 12 号) １部

(2) 変更事業計画総括書(様式第９号) １部

(3) 変更事業計画個別書(様式第 10 号) １部
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２ 知事は、市町等から変更承認申請書の提出を受けた場合には、内容の審査を行

うとともに、適当と認めたときは様式第 13 号により変更の承認を、様式第 14 号

により交付決定の変更を市町等へ通知するものとする。

(繰越の報告)

第８条 市町等は、第６条第３項の規定により、交付決定を受けた事業が期間内に

完了しないことを報告し、事業を翌年度に繰り越す場合、別途知事が定める書類

を知事へ提出するものとする。

(実績報告等)

第９条 市町等は、交付決定を受けた全ての交付対象事業が完了(中止、廃止を含

む。)した日から起算して 30 日を経過した日又は交付決定があった日の属する年

度の翌年度４月 10 日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を知事へ提

出するものとする。ただし、知事が別に日を指定したときは、その日までとする。

(1) 実績報告書(様式第 15 号) １部

(2) 事業実績総括書(様式第９号) １部

(3) 事業実績個別書(様式第 10 号) １部

２ 前項の規定は、交付決定があった日の属する県の会計年度が終了した場合に準

用する。

(交付金の額の確定等)

第 10 条 知事は、交付対象事業の完了又は中止若しくは廃止に係る実績報告書を受

理したときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、様式第 16 号により市町

等へ通知するものとする。

２ 知事は、前条第２項による実績報告書の提出があったときは、当該内容を審査

し、適当と認めたときは受理するものとする。

３ 知事は、市町等が概算払いを受けている場合において、交付確定により、市町

等が確定額を超える交付金の交付を受けていることが判明したときは、市町等に

対し返還請求書(様式第 17 号)により交付金の返還を求めるものとする。

(交付金の支払)

第 11 条 交付金は、前条の規定により交付すべき額の確定をした後に支払うものと

する。

ただし、必要があると認められる経費については、補助金の交付決定の後に概

算払をすることができる。

２ 市町等は、交付額確定通知書を受領した日から起算して 10 日を経過した日まで

に、請求書(様式第 18 号)を知事へ提出するものとする。

３ 市町等は、第１項ただし書きの規定により交付金の支払を受けようとするとき

は、概算払請求書(様式第 18 号)、資金状況調べ(様式第 19 号)、支出額が分かる
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もの(支出負担行為伺や契約書の写し等)、事業内容がわかるもの(仕様書等)を知

事へ提出するものとする。

（交付金の経理）

第 12 条 市町等は、交付金について経理を明らかにする帳簿や領収書等の関係書類

を整理し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければ

ならない。

（書類の提出先）

第 13 条 この様式に基づき提出すべき書類は、市町にあっては所在地を管轄する地

域局に、一部事務組合にあっては危機管理部消防保安課に提出するものとする。

ただし、地震・津波対策等減災交付金審査会が認めた事業については、市町に

あっては危機管理部危機政策課に提出するものとする。

（事前着手）

第 14 条 事業着手は原則として交付決定後とするが、市町等が様式第 20 号による

事前着手届書を提出し、知事が受理した事業は、事前着手することができるもの

とする。

ただし、知事が受理したことをもって交付の決定が確約されるものではない。

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額）

第 15 条 市町等が消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）上の課税事業者であり、か

つ消費税法第60条第４項の規定による地方公共団体等に対する仕入れに係る消費

税額の控除の特例が適用されない場合において、交付対象経費に含まれる消費税

相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額（以下「消費税仕入控除税額」という。）がある場合の取扱いは、次のと

おりとする。

(1)交付の申請にかかる消費税仕入控除税額等の減額

当該交付金にかかる消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た

額との合計額に交付金所要額を交付対象経費で除して得た率を乗じて得た金額

をいう。以下同じ。）がある場合には、これを交付金所要額から減額して交付の

申請をすること。ただし、申請時において当該交付金にかかる消費税仕入控除税

額等が明らかでない場合はこの限りではない。

(2)実績報告における消費税仕入控除税額等の減額

実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が

明らかな場合には、その金額（(1)により減額したものについては、その金額が

減じた額を上回る部分の金額）を交付金額から減額して報告すること。

(3)消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還
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(2)に定める実績報告書を提出した場合において、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額

（(1)又は(2)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分

の金額）を消費税仕入控除税額等報告書（様式第 23 号）により速やかに知事に

報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを県に返還しなければならない。

（交付金の運用等）

第 16 条 地震・津波対策等減災交付金審査会の設置、採択基準のほか、この交付金

の運用に必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、知事が別に定める。

附 則

（適用）

１ この要綱は、令和５年度から令和７年度分の交付金に適用する。

（地震・津波対策等減災交付金交付要綱の廃止）

２ この要綱の適用に伴い、地震・津波対策等減災交付金交付要綱(平成31年４月１

日付け危機管理部長通知危政第12号。以下、「旧要綱」という。)は、廃止する。

（旧要綱の廃止に伴う経過措置）

３ 旧要綱に基づき「津波対策がんばる市町」に認定された市町の取扱い及び令和

５年度に繰り越した事業については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

附 則

この改正は、令和６年度分の交付金から適用する。

附 則

この改正は、令和７年度分の交付金から適用する。
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プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費補助金交付要綱

平成18年４月３日制定

令和７年３月25日最終改正

第１ 趣旨

知事は、地震発生時における住宅・建築物等の倒壊等による災害及び土砂災害等による被害

を防止するため、プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業を実施する市町及び同事業

を実施する者に補助する市町に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、そ

の交付に関しては、静岡県補助金等交付規則（昭和31年静岡県規則第47号）及びこの要綱の定

めるところによる。

第２ 定義

(1) この要綱において「プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業」とは、別表第１に

掲げる事業をいう。

(2) この要綱において「既存建築物」とは、昭和56年５月31日以前に建築された建築物（住宅

を除く。以下同じ。）及び同日において工事中であった建築物をいう。ただし、国、地方公共

団体その他公の機関が所有するもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法

律第127号。以下「空家等対策特別措置法」という。）第２条第１項の規定に基づく空家等を除

く。

(3) この要綱において「既存住宅」とは、昭和56年５月31日以前に建築された住宅及び同日に

おいて工事中であった住宅で、居住のために継続して利用するものをいう。ただし、国、地

方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(4) この要綱において「既存マンション」とは、昭和56年５月31日以前に建築されたマンショ

ン及び同日において工事中であったマンションをいう。ただし、国、地方公共団体その他公

の機関が所有するもの及び空家等対策特別措置法第２条第１項の規定に基づく空家等を除く。

(5) この要綱において「既存建築物等」とは、既存建築物、既存住宅及び既存マンションをい

う。

(6) この要綱において「静岡県耐震診断補強相談士」とは、静岡県耐震診断補強相談士認定制

度要綱（平成13年７月23日付け住安第196号建築安全推進室長通知）に基づき知事が認定した

者をいう。

(7) この要綱において「危険なブロック塀等」とは、地震発生時に倒壊し、道路通行人等の第

三者に被害を与える可能性のある塀をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所

有するものを除く。

(8) この要綱においてブロック塀等の安全確保事業（避難路沿道等）における「建替え」とは、

ブロック塀等を除却し、フェンス等の安全な塀（組積造及び補強コンクリートブロック造の

塀を除く。）に造り替えるものをいう。

(9) この要綱において「既存天井」とは、平成26年３月31日以前に施工された天井及び同日に

おいて工事中であった天井をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するも

のを除く。

(10) この要綱において「既存エレベーター」とは、平成26年３月31日以前に施工されたエレベ

ーター及び同日において工事中であったエレベーターをいう。ただし、国、地方公共団体そ
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の他公の機関が所有するものを除く。

(11)この要綱において「耐震シェルター」とは、住宅内に設置することにより、当該住宅が倒

壊した場合でも居住者の安全を守る機能を有する箱型の構造物で、知事が認めるものをいう。

(12)この要綱において「防災ベッド」とは、住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊し

た場合でもベッド内の居住者の安全を守る機能を有するベッド型の装置で、知事が認めるも

のをいう。

(13) この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第

２条第１項第１号の２の規定に基づく同法施行令（昭和25年政令第350号）第１条第２項に定

める旅館業を営む者をいう。

(14) この要綱において「住宅相談員」とは、耐震改修、建替え又は耐震性を有する住宅等へ

の住み替えに誘導するため、市町が既存住宅に派遣し、住宅の耐震化に係る相談等に対応す

る者をいう。

(15) この要綱において「専門家」とは、耐震改修、建替え又は耐震性を有する住宅等への住み

替えに誘導するため、市町が既存住宅に派遣し、住宅の耐震化に係る相談等に高度な専門知

識と豊かな経験に基づき対応する者（静岡県耐震診断補強相談士等）をいう。

第３ 補助の対象及び補助率

別表第２に掲げるとおりとする。

ただし、事業ごとに県の補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

第４ 交付の申請

(1) 提出書類 各１部

ア 交付申請書（様式第１号）

イ 事業計画書（様式第２号）

ウ 収支予算書（様式第３号）

がけ地近接危険住宅移転事業を行う場合は下記書類を追加して提出する。

エ 交付申請額の算出方法及び事業経費の配分書（様式第４号）

オ がけ地近接危険住宅移転事業費内訳（様式第５号及び様式第６号）

カ 危険住宅位置図（様式第７号）

(2) 提出期限

別に定める日まで

(3) 交付の決定の効力は、交付決定日から生じるものとする。ただし、真にやむを得ない理由

がある場合には、交付決定日にかかわらず、その効力を４月１日から生じさせるものとする。

また、４月１日から交付決定の効力を生じさせる必要がある場合は、(1)アの交付申請書にそ

の理由を明記すること。

第５ 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならない

こと。

ア 補助事業の内容の変更（交付決定金額の減額変更を除く。）をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更（交付決定を受けた事業間の補助金の流用で、流用
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先の補助金の額の3割（当該流用先の補助金の額の3割に相当する額が300万円以下であると

きは300万円）以内の変更を除く。）をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び

書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。

(4) 市町長が補助金の交付の決定をする際に条件として付した(1)若しくは(2)の指示をする場

合においては、あらかじめ知事の承認を受けなければならないこと。

(5) がけ地近接危険住宅移転事業で危険住宅除却等の跡地については適正な管理を行うこと。

第６ 変更の承認申請

(1) 提出書類 各１部

ア 変更承認申請書（様式第８号）

イ 変更事業計画書（様式第２号）

ウ 変更収支予算書（様式第３号）

第７ 状況報告

本事業を行う市町は、毎月別に知事が定める方法により事業の実施状況報告書を提出する

ものとする。

なお、がけ地近接危険住宅移転事業を行う場合は下記のとおり書類を提出する。

(1) 提出書類 １部

状況報告書（様式第９号）

(2) 提出期限

当該会計年度の各四半期(第４・四半期を除く｡)ごとに当該期間経過後10日まで

第８ 実績報告

(1) 提出書類 各１部

ア 実績報告書（様式第10号）

イ 事業実績書（様式第２号）

ウ 収支決算書（様式第３号）

エ プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業一覧表（別紙１～26号）

住宅の耐震化の計画的実施の誘導に係る事業（住宅相談支援、専門家派遣）、わが家の専門家

診断事業を行う場合は次の書類を追加して提出する。

オ 委託契約書等の写し

がけ地近接危険住宅移転事業を行う場合は下記書類を追加して提出する。

カ 県費補助金受入調書（様式第11号）

キ 図面及び写真（写真は原則として施行前のもの及び施行後のものとする。）

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する

年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日まで

第９ 請求の手続
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(1) 提出書類 １部

請求書（様式第12号）

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第10 概算払の請求手続

(1) 提出書類 １部

ア 概算払承認申請書（様式第13号）

イ 概算払補助金請求内訳書（様式第14号）

ウ 工事費等支出状況明細表（様式第15号）

エ 資金状況調（様式第16号）

オ 請求書（様式第12号）

附 則

この要綱は、平成18年４月３日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和７年度分の補助金から適用する。
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別表第１（第２関係）

事業の区分
補助事業

細目

補助事

業者

事業

主体
事業内容 国の要綱

1

住宅の耐震化

の計画的実施

の誘導に係る

事業

住宅相談

支援
－ 市町

国の交付金要綱に基づき、既存住

宅の耐震化への誘導に関する事

業で、耐震化未実施の既存住宅に

対して意向調査の実施及び住宅

相談員を派遣し、耐震改修、建替

え又は耐震性を有する住宅等へ

の住み替えに導くための事業

(12)①３.

第一号ニ専門家

派遣
－ 市町

国の交付金要綱に基づき、既存住

宅の耐震化への誘導に関する事

業で、耐震化未実施の既存住宅に

対して専門家を派遣し、耐震改

修、建替え又は耐震性を有する住

宅等への住み替えに導くための

事業

地域

耐震化

推進

市町
民間

組織

国の交付金要綱に基づき、既存住

宅の耐震化への誘導に関する事

業で、既存住宅の耐震化を推進し

ている民間組織を支援するため

の事業

2

わが家の

専門家診断

事業

－ － 市町

国の交付金要綱に基づき、木造の

既存住宅に静岡県耐震診断補強

相談士を派遣し、耐震診断及び耐

震相談を実施する事業

(12)①３.

第一号イ

3
非木造住宅の

耐震診断事業
－ 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、非木造

の既存住宅又は既存マンション

を耐震診断する事業

(12)①３.

第一号イ

4

非木造住宅の

補強計画

策定事業

－ 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、非木造

の既存住宅又は既存マンション

の補強計画を策定する事業

(12)①３．

第一号ハ

5

木造住宅の

耐震改修事業

（補強計画一

体型）

補強計画

及び耐震

改修

市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、木造の

既存住宅の補強計画を策定し、耐

震改修する事業

(12)①３.

第三号イ

国の交付金要綱に基づき、木造の

既存住宅の補強計画を策定する

事業（やむを得ず耐震改修を断念

し、補強計画の策定のみ実施する

事業（高齢者のみが居住する住宅

等に限る。））

(12)①３.

第一号ハ

6

木造住宅の

建替え・除却

事業

建替え

又は除却
市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、木造の

既存住宅を建替え又は除却する

事業

(12)①３.

第三号ロ

7
木造住宅の

移転事業
－ 市町

所有者

又は

居住者

県内の木造の既存住宅から耐震

性のある住宅等へ住み替える事

業（高齢者のみが居住する住宅等

に限る。）

－
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8
非木造住宅の

耐震化事業
－ 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、非木造

の既存住宅又は既存マンション

を耐震改修、建替え又は除却する

事業

(12)①３.

第三号ロ

9
建築物の

耐震診断事業
－ 市町

所有者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、既存建

築物を耐震診断する事業

(12)①３.

第二号イ

10

建築物の

補強計画策定

事業

－ 市町

所有者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、既存建

築物の補強計画を策定する事業

(12)①３.

第二号ハ

11
建築物の

耐震化事業
－ 市町

所有者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、既存建

築物を耐震改修、建替え又は除却

する事業

(12)①３.

第四号

12
避難所等の

耐震化事業
－ 市町

所有者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、避難所

等を耐震改修又は建替える事業

(12)①３.

第五号

13
特定天井の

耐震改修事業
－ 市町

所有者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、既存天

井を耐震改修する事業

(12)①３.

第六号

14

既存エレベー

ターの防災

対策改修事業

－ 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、既存エ

レベーターを防災対策改修する

事業

(12)①３.

第七号

15

ブロック塀等

の安全確保

事業

（避難路沿道

等）

耐震改修 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、ブロッ

ク塀等を耐震改修する事業

(12)①３.

第十二号
建替え 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、ブロッ

ク塀等を建替える事業

除却 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の交付金要綱に基づき、ブロッ

ク塀等を除却する事業

16

危険な

ブロック塀等

の除却事業

－ 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の交付金要綱（効果促進事業）

に基づき、危険なブロック塀等を

除却する事業

第６.二.

ロ

17

屋根の耐風診

断及び耐風改

修事業

耐風診断 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、屋根を

耐風診断する事業

(12)①３.

第十一号

耐風改修 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱に基づき、屋根を

耐風改修する事業
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18
耐震シェルター

整備事業
－ 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱（効果促進事業）

に基づき、木造の既存住宅の１階

に耐震シェルターを整備する事

業

第６.二.

ロ

19
防災ベッド

整備事業
－ 市町

所有者

又は

居住者

国の交付金要綱（効果促進事業）

に基づき、木造の既存住宅の１階

に防災ベッドを整備する事業

第６.二.

ロ

20

要緊急安全

確認大規模

建築物の

耐震化事業

補強計画 市町

所有者又

は

管理者

国の補助金要綱に基づき、要緊急

安全確認大規模建築物の補強計

画を策定する事業

第３

第１項

第一号イ

耐震改修 市町

所有者又

は

管理者

国の補助金要綱に基づき、要緊急

安全確認大規模建築物を耐震改

修、建替え又は除却する事業

第３

第１項

第一号ロ

21

要安全確認

計画記載

建築物の

耐震化事業

補強計画 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、要安全

確認記計画載建築物の補強計画

を策定する事業

第３

第１項

第二号ロ

耐震改修 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、要安全

確認計画記載建築物を耐震改修、

建替え又は除却する事業

第３

第１項

第二号ハ

22

建築物等の

耐震化事業

（緊急輸送道

路沿道）

耐震診断 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、緊急輸

送道路沿道の既存建築物等を耐

震診断する事業

第３

第１項

第六号イ

補強計画 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、緊急輸

送道路沿道の既存建築物等の補

強計画を策定する事業

第３

第１項

第六号ロ

耐震改修 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、緊急輸

送道路沿道の既存建築物等を耐

震改修、建替え又は除却する事業

第３

第１項

第六号ハ

23

建築物等の

耐震化事業

（避難路沿道

等）

耐震診断 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難路

沿道等の既存建築物等を耐震診

断する事業

第３

第１項

第七号イ

補強計画 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難路

沿道等の既存建築物等の補強計

画を策定する事業

第３

第１項

第七号ロ

耐震改修 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難路

沿道等の既存建築物等を耐震改

修、建替え又は除却する事業

第３

第１項

第七号ハ
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24

避難所等の

耐震化事業

（避難場所）

耐震診断 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる避難所等を耐震診断す

る事業

第３

第１項

第三号イ

補強計画 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる避難所等の補強計画を

策定する事業

第３

第１項

第三号ロ

耐震改修 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる避難所等を耐震改修又

は建替える事業

第３

第１項

第三号ハ

25

マンションの

耐震化事業

（避難場所）

耐震診断 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる既存マンションを耐震

診断する事業

第３

第１項

第四号イ

補強計画 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる既存マンションの補強

計画を策定する事業

第３

第１項

第四号ロ

耐震改修 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる既存マンションを耐震

改修又は建替える事業

第３

第１項

第四号ハ

26

建築物の

耐震化事業

（避難場所）

耐震診断 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる既存建築物を耐震診断

する事業

第３

第１項

第五号イ

補強計画 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる既存建築物の補強計画

を策定する事業

第３

第１項

第五号ロ

耐震改修 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所となる既存建築物を耐震改修

又は建替える事業

第３

第１項

第五号ハ

27

特定天井の

耐震改修事業

（避難場所）

－ 市町

所有者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所の既存天井を耐震改修する事

業

第３

第１項

第八号

28

既存エレベー

ターの防災

対策改修事業

（避難場所）

－ 市町

所有者、

居住者

又は

管理者

国の補助金要綱に基づき、避難場

所の既存エレベーターを防災対

策改修する事業（ただし、国の補

助金要綱に基づくリスタート運

転機能及び自動診断・仮復旧運転

機能を追加する工事を除く。）

第３

第１項

第九号
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（注１）国の交付金要綱：社会資本整備総合交付金要綱附属第Ⅱ編イ-16-（12）又はロ-16-（12）

ただし、16 危険なブロック塀等の除却事業、18 耐震シェルター整備

事業及び 19 耐震ベッド整備事業は、社会資本整備総合交付

金要綱第 6.二.ロ効果促進事業

（注２）国の補助金要綱：地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱

（注３）２わが家の専門家診断事業、５木造住宅の耐震改修事業（補強計画一体型）（耐震改修）

及び 29 がけ地近接危険住宅移転事業を除き、地方自治法第 252 条の 19 で規定する指定都

市は補助の対象外とする。

29

がけ地近接

危険住宅

移転事業

移転 市町 居住者

国の交付金要綱に基づき、がけ地

の崩壊等（土石流及び地すベりを

含む。）により住民の生命に危険

を及ぼすおそれのある区域にお

いて危険住宅を移転する事業

(12)③７.

事業推進 － 市町

国の交付金要綱に基づき、がけ地

の崩壊等（土石流及び地すベりを

含む。）により住民の生命に危険

を及ぼすおそれのある区域にお

いて危険住宅の移転を促進する

事業
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別表第２（第３関係）

事業の区分
補助事業

細目
補助率（額）

1

住宅の耐震化

の計画的実施

の誘導に係る

事業

住宅相談

支援

国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町の要する経費から国庫

補助額を差し引いた額の２分の１以内とする。

専門家

派遣

国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町の要する経費から国庫

補助額を差し引いた額の２分の１以内とする。

地域

耐震化

推進

１組織ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助

するのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以

内とし、１組織につき 75,000 円を限度とする。

2

わが家の

専門家

診断事業

－
１戸ごとに、当該事業に要する経費の８分の３以内とし、１戸につ

き 17,690 円を限度とする。

3
非木造住宅の

耐震診断事業
－

１戸ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

4

非木造住宅の

補強計画

策定事業

－

１戸ごとに、当該事業に要する経費と別表第３に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額の２分の１の範囲

内で、かつ市町が補助するのに要する経費から国庫補助額を差し引

いた額の２分の１以内とする。

5

木造住宅の

耐震改修事業

（補強計画一

体型）

補強計画

及び耐震

改修

１戸ごとに、市町が補助するのに要する経費の２分の１と 30 万円

とを比較して、いずれか少ない額とする。

ただし、利子補給制度（独立行政法人住宅金融支援機構による高齢

者向けの耐震改修融資への利子補給制度）を利用する場合は、１戸

ごとに、市町が補助するのに要する経費と 30 万円とを比較して、

いずれか少ない額とする。

また、高齢者のみが居住する住宅等については、市町が補助額を割

り増す場合に限り、市町が割り増す額から当該割増額に係る国庫補

助額を差し引いた額の２分の１と 10 万円とを比較していずれか少

ない額を加えた額とする。

補強計画の策定のみ実施するものについては、１戸ごとに、当該事

業に要する経費と別表第３に定める基準額とを比較して、いずれか

少ない額に対する国庫補助額と同額の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

6

木造住宅の

建替え・除却

事業

建替え

又は除却

１戸ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

7
木造住宅の

移転事業
－

１戸ごとに、市町が補助するのに要する経費と 10 万円とを比較し

て、いずれか少ない額とする。

8
非木造住宅の

耐震化事業
－

１戸ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

9
建築物の

耐震診断事業
－

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

10

建築物の

補強計画策定

事業

－

１棟ごとに、当該事業に要する経費と別表第３に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額の２分の１の範囲

内で、かつ市町が補助するのに要する経費から国庫補助額を差し引

いた額の２分の１以内とする。
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11
建築物の

耐震化事業
－

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

12
避難所等の

耐震化事業
－

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

13
特定天井の

耐震改修事業
－

１件ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

14

既存エレベー

ターの防災

対策改修事業

－

１台ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

15

ブロック塀等

の安全確保

事業

（避難路沿道

等）

耐震改修

１件ごとに当該事業に要する経費の６分の１以内かつ市町が補助

するのに要する経費の４分の１以内とし、ブロック塀等の長さ１メ

－トルにつき 6,400 円以内とする。

建替え

１件ごとに当該事業に要する経費の６分の１以内かつ市町が補助

するのに要する経費の４分の１以内とし、ブロック塀等の長さ１メ

－トルにつき 9,730 円以内とする。

除却

１件ごとに当該事業に要する経費の６分の１以内かつ市町が補助

するのに要する経費の４分の１以内とし、ブロック塀等の長さ１メ

ートルにつき 3,330 円以内とする。

16

危険な

ブロック塀等

の除却事業

－

１件ごとに、当該事業に要する経費の８分の１以内、及び国庫補

助額の２分の１の範囲内で、かつ、市町が補助するのに要する経

費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内とし、危険なブ

ロック塀等の長さ１メートルにつき 2,300 円以内とする。

17

屋根の耐風診

断及び耐風改

修事業

耐風診断

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

耐風改修

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

18
耐震シェルター

整備事業
－

１件ごとに、当該事業に要する経費の６分の１以内、及び国庫補助

額の２分の１の範囲内で、かつ、市町が補助するのに要する経費か

ら国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内とし、１件につき 10

万円を限度とする。

ただし、高齢者のみが居住する住宅等については、市町が補助額を

割り増す場合に限り、当該事業に要する経費の 24 分の５以内、及

び国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ、市町が補助するのに要

する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内とし、１件

につき 12 万５千円を限度とする。

19
防災ベッド

整備事業
－

１台ごとに、当該事業に要する経費の６分の１以内、及び国庫補助

額の２分の１の範囲内で、かつ、市町が補助するのに要する経費か

ら国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内とし、１台につき 10

万円を限度とする。

ただし、高齢者のみが居住する住宅等については、市町が補助額を

割り増す場合に限り、当該事業に要する経費の 24 分の５以内、及

び国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ、市町が補助するのに要

する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内とし、１台

につき 12 万５千円を限度とする。
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20

要緊急安全

確認大規模

建築物の

耐震化事業

補強計画

１棟ごとに、当該事業に要する経費と別表第３に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額の２分の１の範囲

内で、かつ市町が補助するのに要する経費から国庫補助額を差し引

いた額の２分の１以内とする。

耐震改修

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、ホテル・旅館の用途については、中小企業者が事業主体に

限り、１棟ごとに、市町が補助するのに要する経費の当該事業に要

する経費に対する比率（以下、「市町補助率」という。）が 56.3％以

下の場合は、当該事業に要する経費に 11.5％を乗じた金額とし、市

町補助率が 56.3％を超える場合は、当該事業に要する経費に対する

国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する

経費から当該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた

額の２分の１以内とする。

21

要安全確認

計画記載

建築物の

耐震化事業

補強計画

１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、計画策定については、当該事業に要する経費と別表第３に

定める基準額とを比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額

の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する経費から当

該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた額の２分の

１以内とする。

耐震改修

22

建築物等の

耐震化事業

（緊急輸送道

路沿道）

耐震診断
１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、計画策定については、当該事業に要する経費と別表第３に

定める基準額とを比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額

の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する経費から当

該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた額の２分の

１以内とする。

補強計画

耐震改修

23

建築物等の

耐震化事業

（避難路沿道

等）

耐震診断
１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、計画策定については、当該事業に要する経費と別表第３に

定める基準額とを比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額

の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する経費から当

該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた額の２分の

１以内とする。

補強計画

耐震改修

24

避難所等の

耐震化事業

（避難場所）

耐震診断 １棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、計画策定については、当該事業に要する経費と別表第３に

定める基準額とを比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額

の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する経費から当

該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた額の２分の

１以内とする。

補強計画

耐震改修
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備考 ※共同住宅（マンションを含む）、長屋等は１棟を１戸とみなす。

別表第３（別表第２関係）

25

マンションの

耐震化事業

（避難場所）

耐震診断
１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、計画策定については、当該事業に要する経費と別表第３に

定める基準額とを比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額

の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する経費から当

該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた額の２分の

１以内とする。

補強計画

耐震改修

26

建築物の

耐震化事業

（避難場所）

耐震診断
１棟ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

ただし、計画策定については、当該事業に要する経費と別表第３に

定める基準額とを比較して、いずれか少ない額に対する国庫補助額

の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する経費から当

該事業に要する経費に対する国庫補助額を差し引いた額の２分の

１以内とする。

補強計画

耐震改修

27

特定天井の

耐震改修事業

（避難場所）

－

１件ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

28

既存エレベー

ターの防災

対策改修事業

（避難場所）

－

１台ごとに、国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助す

るのに要する経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内

とする。

29

がけ地近接

危険住宅

移転事業

移転
国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が補助するのに要する

経費から国庫補助額を差し引いた額の２分の１以内とする。

事業推進
国庫補助額の２分の１の範囲内で、かつ市町が要する経費から国庫

補助額を差し引いた額の２分の１以内とする。

種別 床面積 基準額

一戸建住宅
木造

144,000円（図面がある場合）

259,000円（図面がない場合）

木造以外 1,800,000円

一戸建住宅以外

～1,000㎡未満 3,000,000円

1,000～2,000㎡未満 4,800,000円

2,000～3,000㎡未満 6,000,000円

3,000～5,000㎡未満 7,200,000円

5,000～10,000㎡未満 9,000,000円

10,000㎡～ 10,800,000円
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[資料編Ⅱ]

20-2-4 コミュニティ助成事業実施要綱 （県危機情報課）

第１ 趣旨

一般財団法人 自治総合センター（以下「自治総合センター」という。）は、宝くじの社会貢献広報事業として、この要綱の定め

るところにより、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地

域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社

会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。

第２ 助成事業

１．コミュニティ助成事業は、次の各事業とする。

（１）一般コミュニティ助成事業

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミ

ュニティ活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業。

（２）コミュニティセンター助成事業

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有す

る集会施設（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事

業。

（３）地域防災組織育成助成事業

ア．自主防災組織育成助成事業

一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う地域の防災活動に直接必

要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業。

イ．消防団育成助成事業

地域防災のリーダーである消防団の装備の拡充を図るとともに、消防団の活動に対し地域住民から積極的な協力を得る

ために必要となる設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業。

ウ．女性防火クラブ育成助成事業

女性防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材等の整備に

関する事業。

エ．幼年消防クラブ育成助成事業

幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材等の整備に関する事業。

オ．女性消防隊育成助成事業

女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な

資機材の整備に関する事業。

カ．少年消防クラブ育成助成事業

将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年消防クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に関する事業。

（４）青少年健全育成助成事業

青少年の健全育成に資するため、スポーツ･レクリエーション活動や文化･学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動

のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業。

（５）地域づくり助成事業

ア．共生の地域づくり助成事業

地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢者、障がい者

など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な設備等（建築物、消

耗品は除く）の整備に関する事業又はソフト事業。

イ．活力ある地域づくり助成事業

地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施す

る特色あるソフト事業。

（６）地域の芸術環境づくり助成事業

企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美

術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴うソフト事業。

（７）地域国際化推進助成事業

多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の団体の模範となるソフト事業。

２．前項の各事業は、次の要件を満たすものとする。
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（１）宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの。

（２）国の補助金及び地方債を充当していないもの。（第２の１（６）は除く）

（３）令和７年４月１日以降に実施し、翌年３月31日までに完了するもの。

（４）原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備等の整備でないもの。
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第３ 助成対象団体

助成の対象となる団体は、市（区）町村（政令指定都市は除く。以下同じ。）、広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に

基づき設置された協議会とする。

第４ 助成事業の実施主体

１．事業実施主体は、次のとおりとする。

（１）一般コミュニティ助成事業

市（区）町村又は市（区）町村が認めるコミュニティ組織

（２）コミュニティセンター助成事業

市（区）町村又は市（区）町村が認めるコミュニティ組織

（３）地域防災組織育成助成事業

第２の１（３）の事業区分に従い、次のとおり。

ア．市（区）町村又は市（区）町村が認める自主防災組織

イ．消防団を有する市（区）町村、広域連合及び一部事務組合

ウ．市（区）町村、広域連合及び一部事務組合

エ．市（区）町村、広域連合及び一部事務組合

オ．女性消防隊を有する市（区）町村、広域連合及び一部事務組合

カ．少年消防クラブを有する市（区）町村、広域連合及び一部事務組合

（４）青少年健全育成助成事業

市（区）町村又は市（区）町村が認めるコミュニティ組織

（５）地域づくり助成事業

第２の１（５）の事業区分に従い、次のとおり。

ア．市（区）町村

イ．市（区）町村、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会、実行委員会等。

（６）地域の芸術環境づくり助成事業

市（区）町村、広域連合、一部事務組合、指定管理者、特定公益法人及び実行委員会

（７）地域国際化推進助成事業

市（区）町村が認めるコミュニティ国際交流組織

２．事業実施主体1団体あたり、申請は1件に限るものとする。ただし、事業実施主体が市（区）町村となる場合は、各事業（第２の

１（３）、（５）は各事業区分）につき1件に限るものとする。

第５ 助成金

助成金は、1件につき次の額で10万円単位（10万円未満を切り捨て）とする。

１．一般コミュニティ助成事業

100万円から250万円まで

２．コミュニティセンター助成事業

対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、1,500万円まで。

３．地域防災組織育成助成事業

第２の１（３）の事業区分に従い、次のとおり。

ア．30万円から200万円まで

イ．50万円から100万円まで

ウ．100万円まで。ただし、防火防災訓練用資器材の整備については、60万円まで。

エ．40万円まで

オ．100万円まで

カ．100万円まで

４．青少年健全育成助成事業

30万円から100万円まで

５．地域づくり助成事業

第２の１（５）の事業区分に従い、次のとおり。

ア．1,000万円まで。ただし、ソフト事業の場合は500万円まで。

イ．200万円まで。

６．地域の芸術環境づくり助成事業
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500万円まで

７．地域国際化推進助成事業

200万円まで

第６ 助成対象経費

１．助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とする。ただし、事業実施主体が負担金等を徴する場合には、総額か

ら負担金等の収入を控除した額以内とする。

２．次のものは助成対象外の経費とする。

（１）土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用。

（２）ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経

費、食糧費。

第７ 宝くじの社会貢献広報

１．宝くじの受託事業収入を財源として助成されることから、事業で整備する施設又は設備等、若しくは実施するイベント等ソフト

事業のポスターやチラシ及び看板等に、宝くじの広報表示を行うものとする。なお、表示にかかる経費は助成対象とする。

２．広報誌等を通じ、「宝くじの助成金で整備した」若しくは「宝くじの助成金で実施する」旨の広報を行うものとする。

第８ 助成の申請手続

助成対象団体の長は助成申請書（別記様式第１号）を、都道府県知事を経由して、自治総合センター理事長（以下「理事長」とい

う。）に提出するものとする。また、都道府県知事は、助成申請書と併せて副申書（別記様式第２号）を、理事長に提出するものと

する。

第９ 助成の決定

１．理事長は、助成申請書を受理した後、内容を確認し、助成の対象及び助成額を決定するものとする。

２．理事長は、第２の助成事業のうち特に必要と認める場合には、当該事業に知見を有する者の協力を得て、助成申請書の内容を審

査し、助成額を決定することができる。

３．１により助成を決定した場合は、理事長はその旨を都道府県知事に通知し、都道府県知事はこれを助成対象団体の長に通知する

ものとする。

４．１により決定した助成金は、必ず助成対象団体の予算に計上して処理するものとする。

第10 事業内容の変更

１．助成対象団体の長は、助成の決定を受けた事業について、その内容に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付し、都道府県

知事を経由して、理事長に変更申請書（別記様式第４号）を提出し、事業実施前にその承認を受けるものとする。

２．１により変更を承認した場合は、理事長はその旨を都道府県知事に通知し、都道府県知事はこれを助成対象団体の長に通知する

ものとする。

第11 助成金の交付

１．助成対象団体の長は助成金の交付を受けようとする場合は、事業完了後の所定の期間内に実績報告書（別記様式第３号）を作成

し、必要書類を完備のうえ、都道府県知事を経由して理事長に提出するものとする。

２．理事長は、実績報告書を受理した後、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を都道府県知事に通知するとともに、助成金を助

成対象団体の長に交付するものとする。

第12 その他

この要綱に定めのない事項については、理事長が別に定めるものとする。
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静岡県教育委員会危機管理担当連絡調整会議設置要綱

（目的）

第１条 静岡県教育委員会健康体育課危機管理・安全班と各課危機管理担当（健康体育課兼

務）及び総務部各地域局防災教育担当（健康体育課併任）との円滑な連携を推進するため

、危機管理担当連絡調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 調整会議は、次の事項について連絡調整を行う。

(1) 防災対策（災害対策全般）に係る事項

(2) 防災教育推進に係る事項

(3) 防災関係調査に係る事項

(4) 災害対策本部の設置に係る事項

(5) 放射線対策に係る事項

(6) その他危機管理に係る事項

（組織）

第３条 調整会議は、会長及び担当をもって組織する。

２ 会長は、静岡県教育委員会健康体育課長をもって充てる。

３ 担当は、次に掲げる者をもって充てる。なお、議題等により会長が出席者を決定する。

(1) 静岡県教育委員会

ア 教育総務課（危機管理・安全班）

イ 教育政策課（危機管理・安全班）

ウ 教育施設課（危機管理・安全班）

エ 義務教育課（危機管理・安全班）

オ 高校教育課（危機管理・安全班）

カ 特別支援教育課（危機管理・安全班）

キ 健康体育課（危機管理・安全班）

ク 社会教育課（危機管理・安全班）

ケ 新図書館整備課（危機管理・安全班）

(2) 危機管理部及び総務部

ア 危機情報課（防災教育担当）

イ 賀茂地域局（防災教育担当）

ウ 東部地域局（防災教育担当）

エ 中部地域局（防災教育担当）

オ 西部地域局（防災教育担当）

(3) その他静岡県教育委員会が必要と認める者

第４条 会長は、会務を総理する。

２ 会長は、あらかじめ会長が指名する者に職務を代理させることができる。

（会議）

第５条 調整会議の会議は、会長が招集する。

（庶務）

第６条 調整会議の庶務は、静岡県教育委員会健康体育課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年４月14日から施行する。

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

この要綱は、平成26年５月９日から施行する。

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
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災害時等における県有施設の使用に関する要領（案）

（県危機情報課）

昭和 51 年 ３月 １日

改正 平成 ６年 ３月 10 日

改正 平成 19 年 ７月 18 日

改正 平成 21 年 ４月 １日

改正 令和 ２年 ４月 １日

１ 目 的

市町が災害対策基本法第２条の１で定義する災害（暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、

崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模

な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める

原因により生ずる被害をいう。）に対応するため、県有施設（行政財産に限る。以下「施

設」という。）を「３ 定義」で定める避難所等として使用することについて、必要な

事項を定めることにより、市町と県との緊密な連携を図り、住民の避難対策に万全を期

することを目的とする。

２ 手 続

市町長及び施設の管理者（静岡県財産規則第２条の２に定める財産事務取扱者をいう。

以下「施設管理者」という。）は、災害の態様による施設の使用の可否等を事前に十分

協議し、覚書（別紙案）を締結するものとする。

特に、勤務時間外等における連絡先、連絡方法等を明確にしておくこと。

３ 定 義

（１）避難所等

災害時における住民、帰宅困難者等の保護のために、次の用途として使用する施

設または場所

ア 指定緊急避難場所

人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域内にある

もので、災害対策基本法施行令第 20 条の３の基準を満たす施設であり、円滑かつ

迅速な避難のための立退きの確保を図るための施設または場所。

イ 指定避難所

被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであり、災害対策基本法

施行令第 20 条の６の基準を満たすものであり、被災者を一時的に滞在させるため

の施設。

ウ 準避難所

被災者を一時的に滞在させるための施設は、指定避難所を基本とするが、災害

の規模や施設の破損状況等により、指定避難所だけでは受け入れが困難な場合等

を想定した場合の補完施設。

（２）避難所利用者

自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民及び帰宅困難者等。
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４ 期 間

使用期間は、災害救助法の基準により７日以内を基本とする。ただし、必要により市

町長及び施設管理者が協議の上、延長できるものとする。

５ 原状変更制限

市町長は、当該施設の原状を変更しようとするときは、事前に書面（緊急を要する場

合は、事前に電話等での連絡も可とする）をもって施設管理者の承認を受けなければな

らない。

６ 原状回復義務

市町長は、使用期間が満了したとき、又は使用許可が取消されたときは、当該施設を

原状に回復して返還しなければならない。

７ 使用料の免除

当該施設の使用料は、行政財産の使用料条例（昭和３９年静岡県条例第２０号）第４

条に基づき、免除する。

８ 費用の負担

付帯設備の使用に要した経費は、原則として市町長が負担する。ただし、知事が特に

必要と認める場合は、この限りではない。

９ 運 営

市町長は、当該施設の職員及び避難所利用者と連携して、運営に当たる。特に、帰宅

困難者の受け入れが想定され、自主防災組織が運営に関与しない施設においては、当該

市町の職員を適切に配置する等、円滑な運営に配慮するものとする。

10 平時の連携

市町長は、役割分担の確認やマニュアルの整備、開設訓練等、円滑な受入の推進のた

め、年に１回以上、避難所所管課職員及び避難所派遣予定職員、施設管理者等が参加す

る会議や訓練等を主催するとともに、避難所運営に必要な資機材や物資の備蓄に努める

ものとする。

施設の管理者等は、円滑な受入を推進する会議等に積極的に参加するとともに、避難

所運営に必要な資機材や物資を備蓄するための空間の提供に努めるものとする。

11 報 告

市町長は、施設管理者と覚書を締結したとき、若しくは覚書を廃棄したときは、静岡

県危機管理部及び当該施設県所管課に対し、直ちにその旨を報告するものとする。

12 関係者への周知

市町長及び施設管理者は、当該市町の避難所派遣予定職員及び当該施設の職員等に対

し、覚書の趣旨の周知に努めるものとする。
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13 覚書の有効期間

覚書は、当該施設の形状変更等により、避難所等としての要件を欠く事由が発生しな

い限り有効とする。ただし、市町長及び施設管理者が協議し、当該施設が避難所等とし

て不適当又はその必要がないと認める場合は、この限りではない。

14 勤務時間外等における連絡先の確認等

市町長は、毎年度当初に、「２ 手続」後段に定める連絡先等を確認するとともに、

当該年度の施設の状況を把握するものとする。

15 施行期日

この要領に基づいて、令和２年４月１日以後、覚書を締結するものとする。
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覚 書 （案）

静岡県○○○○○（施設の管理者）（以下「甲」という。）と○○市町長（以下「乙」

という。）との間に、静岡県行政財産○○○○（以下「行政財産」という。）を避難所等

として使用することについて、次のとおり定める。

第１条（目的）

甲は、その所管する行政財産のうち、指定緊急避難場所として○○○○○を、指定避

難所（もしくは準避難所）として○○○○○を、乙に使用させるものとする。

第２条（定義）

（１）避難所等

災害時における住民、帰宅困難者等の保護のために、次の用途として使用する施

設または場所

ア 指定緊急避難場所

人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域内にあるも

ので、災害対策基本法施行令第 20 条の３の基準を満たす施設であり、円滑かつ迅速

な避難のための立退きの確保を図るための施設または場所。

イ 指定避難所

被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであり、災害対策基本法施

行令第 20 条の６の基準を満たすものであり、被災者を一時的に滞在させるための施

設。

ウ 準避難所

被災者を一時的に滞在させるための施設は、指定避難所を基本とするが、災害の

規模や施設の破損状況等により、指定避難所だけでは受け入れが困難な場合等を想

定した場合の補完施設。

（２）避難所利用者

自ら居住の場所を確保することや帰宅が困難な被災した住民、その他の被災者。

第３条（申請等）

乙は、行政財産を使用する場合で緊急を要するときは、事前に電話等で甲に要請する

ものとする。この場合、乙は、遅滞なく静岡県財産規則（昭和３９年静岡県規則第１４

号）に定める行政財産使用許可申請書を甲に提出するものとする。

２ 乙は、行政財産を使用する場合で緊急を要しないときは、事前に前項の行政財産使用

許可申請書を甲に提出するものとする。

第４条（許可等）
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甲は、前条第１項前段の規定に基づき、乙から緊急の要請を受けたときは、行政財産

の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を承諾するものとし、乙に電話等で

連絡するものとする。

２ 甲は、前条第１項後段及び同条第２項の規定に基づき、乙から行政財産使用許可申請

書が提出された場合は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、乙に行政財

産使用許可書を交付して、その使用を許可するものとする。

第５条（期間等）

使用期間は、災害救助法の基準により７日以内を基本とする。ただし、必要により市

町及び管理者が協議の上、延長できるものとする。また、乙は、当該行政財産の使用を

終了したときは、甲へ「○年○月○日○時に使用終了した」旨文書にて通知するものと

する。

第６条（避難所の運営）

乙は、当該施設の職員及び避難所利用者と連携して、運営に当たる。特に、帰宅困難

者の受け入れが想定され、自主防災組織が運営に関与しない施設においては、当該市町

の職員を適切に配置する等、円滑な運営に配慮するものとする。

第７条（原状変更制限）

乙は、当該行政財産の原状を変更しようとするときは、事前に書面（緊急を要する場

合は、事前に電話等での連絡も可とする）をもって甲の承認を受けなければならない。

第８条（原状回復義務）

乙は、使用期間が満了したとき、又は使用許可が取消されたときは、当該行政財産を

原状に回復して返還しなければならない。

第９条（使用料の免除）

甲は、行政財産の使用料条例（昭和３９年静岡県条例第２０号）第４条に基づき、使

用料を免除するものとする。

第 10 条（費用の負担）

当該行政財産の付帯設備の使用に要した経費は、原則として乙の負担とする。ただし、

知事が特に必要と認めるときは、この限りではない。

第 11 条（規則等の遵守）

乙は、当該行政財産の使用に当たっては、前各条のほか、静岡県財産規則及び使用許

可条件を遵守しなければならない。

第 12 条（許可の取消）

知事又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又

は変更をすることができる。

（１） 乙が覚書又は使用許可条件に違反したとき

（２） 県が当該行政財産を必要とするとき
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20-4
２ 前項第１号の規定に該当することにより、知事又は教育委員会が使用許可の取消し又

は変更をした場合において、その取消し又は変更により乙に損失が生じても、知事又は

教育委員会は、その損失を補償しない。

第 13 条（平時の連携）

乙は、年に１回以上、当該市町の避難所担当職員及び避難所派遣予定職員、施設管理

者、その他の関係者により、当該施設が避難所となることを想定した話し合いによる役

割分担の確認やマニュアル等の整備及び訓練を主催するとともに、避難所運営に必要な

資機材や物資の備蓄に努めるものとする。

甲は、積極的に話し合いや訓練に参加するとともに、避難所運営に必要な資機材や物

資を備蓄するための空間の提供に努めるものとする。

第 14 条（覚書の有効期間）

この覚書は、当該行政財産の形状変更等により、避難所等としての要件を欠く事由が

発生しない限り有効とする。ただし、甲乙が協議し、当該施設が避難所等として不適当

又はその必要がないと認める場合は、この限りではない。

２ 甲は、当該行政財産の形状変更等により、避難所等としての要件を欠く事由が発生し

たときは、直ちに、乙に対し文書をもって連絡するものとする。

第 15 条（連絡先等の確認）

乙は、毎年度当初に以下の事項について、甲に対して照会し、現状を把握するものと

する。

（１）施設管理者、同代理者（県事務所における次長、県立高校における教頭等）及び当

該施設の近辺に居住する職員（施設使用時に市町職員とともに施設管理を行うことの

できる役付職員）の氏名、住所及び連絡先

（２）工事予定等施設使用時に影響のある事項

第 16 条（その他）

この覚書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

令和 年 月 日

甲 住 所

静岡県立○○○○（施設名）

施設管理者名
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乙 住 所

○○○○市町名
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20-5　南海トラフ地震等における航空偵察実施要領
　　　（「南海トラフ地震における静岡県広域受援計画」から抜粋） 

 
１ 目的 

  南海トラフ地震等大規模災害発生時において、県災害対策本部（以下「県

本部」という。）が行う航空偵察について定めるとともに、防災関係機関が行

った航空偵察情報も入手して全県の被災状況を把握し、発災初期段階からの

的確な災害応急対策の実施に資する。 
 
２ 航空偵察実施要領 

(1) 航空偵察の基本的考え方 

ア 発災当初、静岡県消防防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）

及び県警ヘリコプター（以下「県警ヘリ」という。）が相互に協力し、県

内の被害状況等の偵察を実施する。 

イ 県有ヘリコプターによる偵察と並行して、県内の被害状況等の確認の

ため、陸上自衛隊東部方面隊所属の映像伝送ヘリコプター（以下「方面

隊ヘリ」という。）の偵察支援を受ける。 

ウ 陸上自衛隊東部方面隊以外の航空機を有する各機関又は国・他県市に

対し、航空偵察を要請する。 

エ 発災直後においては、被害状況の全容把握に重点を置いて航空偵察を

実施するものとし、その後、被害が大きいと見込まれる地域から詳細な

航空偵察を行うものとする。 

オ 航空偵察業務については、天象、気象、地勢及び各関係機関の航空機

の運用制限等に留意し、飛行安全に万全を期すものとする。 

(2) 航空機の運用・要請 

ア 防災ヘリ 
発災直後、速やかにヘリコプターテレビ伝送システムを搭載した後、富

士山静岡空港まで航空偵察を行い、空港に要員及び資機材を降ろした後、

伊豆地域の航空偵察を実施する。（本編別図１―１―１航空偵察ルート図

（１）（防災ヘリ、県警ヘリ）） 
また、定められた航空偵察ルートの他、県本部の指示に基づき必要とす

る情報を入手する。 
イ 県警ヘリ 

静岡市以西から愛知県境までの県中部・西部地域管内の航空偵察を行う。

（本編別図１―１―１航空偵察ルート図（１）（防災ヘリ、県警ヘリ）） 
ウ 方面隊ヘリ 

「東部方面隊及び陸災南海東方部隊南海トラフ地震対処計画Ｂ航空偵

－1－
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察計画」の「発災当初の映像伝送経路」に基づき航空偵察の支援を受ける。 
（本編別図１―１―１航空偵察ルート図（２）（自衛隊ヘリ）） 

エ 関係機関等への要請 

県本部(指令部航空調整スタッフ／対策グループ)は、自衛隊などの関係

機関の連絡幹部(ＬＯ)を通じ、航空偵察の実施及び情報の提供について所

要の調整を実施する。 

 

３ 航空偵察情報の収集 

(1) 県本部(指令部情報収集スタッフ／情報グループ)は、防災ヘリ、県警ヘ

リ及び方面隊ヘリから伝送される映像や、防災関係機関が航空偵察により収

集した情報に基づき被害状況等をまとめる。 

(2) 県本部(情報収集スタッフ) は、県が入手を必要とする具体的箇所の航空

偵察を、東部方面総監部情報部資料課に対し要請する。 

 
４ 情報の共有 

(1) 県本部(情報収集スタッフ) は、３により収集した航空偵察情報をふじの

くに防災情報共有システム（FUJISAN）に入力し、４方面本部と情報を共有

し連携を図る。 

(2) 県本部(情報収集スタッフ) は、県本部に派遣される災害対策現地情報連

絡幹部（ＬＯ）等を通じ航空偵察情報の提供を求めるとともに、得た情報は

関係する防災関係機関に提供する。   

(3) 県本部(情報収集スタッフ) は、平素から航空偵察に必要な資料を作成し、

航空偵察を実施する関係機関と共有する。 
 

５ 偵察事項 

地域の実情に応じて、主として、次の事項の偵察を行う。 

(1)  南海トラフ地震臨時情報発表時（必要がある場合、その都度の判断によ

り実施） 

ア 道路の混雑状況 

イ 避難の状況 

ウ 集客施設及びその周辺の混雑状況（駅、バスターミナル、観光施設、

動物園、野球場、サッカー場、体育施設、海水浴場、大規模商業施設等） 

エ 船舶の沖出し状況 等 

(2)  南海トラフ地震等大規模災害発生時 

ア 津波による被災状況 

イ 火災の発生状況 

ウ 建物の被災状況 

エ 石油コンビナート及び浜岡原子力発電所の被害状況 

－2－

-1118-



オ 緊急輸送ルート、鉄道、港湾等の被災状況 

カ 山間地の被災状況（孤立状況、土砂崩れによる河道閉塞等） 

キ ダム、通信施設の被害状況 

ク その他 

 
６ 発災初期段階において把握が必要と考えられる航空偵察箇所 

県本部(航空調整スタッフ) は、県本部が必要とする被害情報等を入手する

ため、防災ヘリ等ヘリ運行機関の連絡幹部（ＬＯ）に、下表「偵察候補箇所

一覧」の箇所等を主体に偵察箇所を示すものとする。 

 
表【偵察候補箇所一覧】 

偵察項目 業務内容・偵察箇所 

津波被害状況 

火災発生状況 

建物被害状況 

県内全域 

その他 

・被災の有無や規模等について全容を把握する。 

（防災ヘリ、県警ヘリ及び方面隊ヘリによる） 

・浜岡原子力発電所、石油コンビナート、油槽所 

・その他 

海岸  ・津波の遡上や津波による被災状況 

方面本部（４） 

県総合庁舎等（７） 

（方面本部以外、 

単独土木事務所） 

市町庁舎（35） 

災害拠点病院（23） 

広域物資輸送拠点（８）

航空搬送拠点（３） 

活動拠点等 

（ ）内は、

箇所数 

その他 

・連絡不通の施設を優先 

・施設被害状況の把握 

・方面本部：賀茂危機管理庁舎、東部、藤枝、中遠

総合庁舎 

・方面本部以外：下田、熱海、富士、静岡、浜松総

合庁舎 

・単独土木事務所：島田、袋井 

＜静岡県第４次地震被害想定において、津波浸水域

に市町庁舎がある市町＞ 

下田市・焼津市・牧之原市・東伊豆町・松崎町 

西伊豆町 

道路全般 ・橋梁、トンネル、法面等の施設被害状況 

・事故、交通混雑状況等 

東西幹線 

 

・新東名高速道路 

・東名高速道路 

・国道１号 

・国道 246 号等 

道路（緊急輸

送ルート等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

南北幹線 

 

 

・東駿河湾環状道路 

・東富士五湖道路 

・西富士道路（東名富士 IC～新東名新富士 IC～ 

－3－
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（続き） 

 

小泉出入口） 

・中部横断自動車道（新東名新清水 JCT～富沢 IC）

・国道 52 号（国道１号～双葉 JCT） 

・国道 138 号（東名御殿場 IC～河口湖 IC） 

・国道 139 号（小泉出入口～河口湖 IC） 

・国道 414 号 

・国道 473 号（新東名島田金谷 IC～東名牧之原 IC）

沿岸部 ・国道 135 号、国道 136 号、国道 150 号ほか 

（続き） 

山間部 ・国道 152 号、国道 362 号、国道 469 号ほか 

鉄道  ・東海道新幹線や東海道本線、身延線、私鉄等にお

ける列車事故、施設被害及び列車停止状況 

防災拠点港湾 

防災港湾 

港湾施設 

その他（漁港等） 

・港湾施設の被害状況及び浮遊物の状況 

・漂流者等の有無 

河川全般 ・水門施設、堤防等の被害状況 

・河道閉塞の有無 

一級河川 ・狩野川、富士川、安倍川、大井川、菊川、天竜川

河川 

二級河川 ・太田川、都田川（浜名湖今切口）ほか 

富士川河口断層帯 ・断層のずれの有無や被害状況 

白鳥山を含む山体崩壊  

孤立予想集落 ・安倍川、大井川の上流域及び天竜川の中流域及び

伊豆地域の孤立の状況 

防災行政無線施設 ・通信が途絶した場合、丹那、安倍、秋葉山の無線

中継所の被害状況 

山間部 

その他  

ダム  ・連絡不通の場合、大井川、天竜川水系のダム施設

の被害状況 

 

－4－
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20-6-1 全国被災建築物応急危険度判定協議会規約 （県建築安全推進課）

平成８年４月５日設立制定

平成２１年５月２０日改訂(い)
平成２４年５月１１日改訂(ろ)

第１章 総則

（名称）

第１条 本会は、全国被災建築物応急危険度判定協議会（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 協議会は、地震による被災建築物の応急危険度判定をより迅速かつ的確に実施するため、応急危険度判定の方

法、都道府県相亙の支援等に関して事前に会員間の調整を行うことにより、応急危険度判定の実施体制の整備を行い、もっ

て地震後の二次災害からの国民の安全確保に寄与することを目的とする。(い)

（事業）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

一 応急危険度判定の方法等の標準化

二 応急危険度判定に係る都道府県間の相互支援の体制の整備

三 応急危険度判定従事者に対する補償制度の整備

四 応急危険度判定の普及及び啓発

五 被災建築物の被災度調査の方法の整備

六 その他協議会の目的を達成するために必要な事業

第２章 会員

（会員の資格）

第４条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同して入会した国、都道府県、特殊法人、公益法人又はこれに類する団体そ

の他応急危険度判定体制の整備のために参画が必要と考えられる法人とする。

（入会）

第５条 協議会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。

（負担金）

第６条 会員は、協議会に必要な通信連絡費、会議費等の費用として、別に定める負担金を協議会に納入することとする。

２ 前項の規定にかかわらず、第４条における国及び応急危険度判定体制の整備のために本協議会への参画が必要と考えら

れる団体等は、幹事会の承認を得て負担金を免除することができるものとする。(ろ)

（会員資格の喪失）

第７条 会員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

一 退会したとき

二 会員である法人が消滅したとき

（退会）

第８条 会員は、幹事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
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（届出）

第９条 会員は、第５条の入会申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を協議会に届け出なければなら

ない。

第３章 役員

（種別及び定数）

第１０条 協議会に、次の役員を置く。

会長 １名

副会長 ３名

幹事 １０名以上２０名以内（会長及び副会長を含む。）

監事 ２名

（選任等）

第１１条 幹事及び監事は、総会において会員の代表者又は代表者から委任を受けた者のうちから選任する。

２ 幹事は、互選により、会長及び副会長を選任する。

３ 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。

（職務）

第１２条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

３ 幹事は、幹事会を組織し、規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。

４ 監事は、協議会の会計を監査する。

（任期）

第１３条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

３ 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行わなければならない。

（報酬等）

第１４条 役員は無給とする。

（補欠選任）

第１５条 役員に欠員が生じたときは、第１１条の規定に基づき選任するものとする。

（解任）

第１６条 役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決を経て、役員を解任することができる。

（顧問）

第１７条 協議会に、顧間を置く。

２ 顧間は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることができる。

３ 顧問は、会員以外の者で建築に関する学識経験を有するもののうちから会長が委嘱する。

第４章 会議

（会議）

第１８条 会議は、総会及び幹事会とする。
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（総会）

第１９条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

２ 通常総会は、毎事業年度終了後、２ヶ月以内にこれを開催する。

３ 臨時総会は、会長若しくは幹事会が必要と認めたとき、又は会員の５分の１以上から会議の目的である事項を示して請求が

あったとき、これを開催する。

（総会の招集及び議長）

第２０条 総会は、会長がこれを召集する。

２ 総会の召集は、開催の日の１０日前までに、日時、場所及びその目的である事項を記載した書面により、会員に通知して行

う。

３ 総会は、会員数の３分の１以上の出席をもって成立する。

４ 総会の議長は、その総会において、出席会員の代表者又はその代理人のうちから選出する。

（総会の議決事項）

第２１条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

一 事業計画及び収支予算の決定

二 事業報告及び収支決算の承認

三 規約の変更

四 その他協議会の運営に関する重要な事項

（議決権）

第２２条 総会における会員の議決権は、１会員につき１個とする。

２ 議決権は、会員の代表者又はその代理人が総会に出席して、これを行使するものとする。

３ 欠席会員は、他の出席会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合には当該会員は、出席したもの

とみなす。

（議決の方法）

第２３条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

（特別議決）

第２４条 次の事項は、総会において、出席者の議決権の３分の２以上の多数による議決を必要とする。

一 規約の改正

二 協議会の解散

（議事録）

第２５条 議長は、総会の議事について、議事録を作成しなければならない。

２ 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人２名以上が、内容を確認の上、押印

するものとする。

（幹事会）

第２６条 幹事会は、幹事をもって組織し、会長が召集する。

２ 幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項その他協

議会の運営上必要な事項を審議する。

３ 監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

４ 幹事会の議長は、その幹事会において、出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。

５ 幹事会の議長は、幹事会の議事について、議事録を作成しなければならない。

６ 第２２条及び第２３条の規定は、幹事会の議決について準用する。この場合において、これらの規定中、「総会」とあるのは

「幹事会」と、「会員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
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第５章 部会

（部会）

第２７条 協議会は、協議会の運営及び事業の遂行のため、部会を置くことができる。

２ 部会の設置及び委員等の選任は、幹事会がこれを行う。

３ 部会の運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。

第６章 会計

（事業年度）

第２８条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（財産）

第２９条 協議会の財産は、負担金及び雑収入をもって構成する。なお、負担金の額は、総会において別に定める。

２ 協議会の財産は、幹事会の定める方法により、会長が管理する。

３ 協議会が解散する場合の財産の処分については、総会の定めるところによる。

（経費の支弁）

第３０条 協議会の経費は、財産をもって支弁する。

（事業報告及び収支決算）

第３１条 会長は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を

受けなければならない。

第７章 事務局

（事務局）

第３２条 協議会に、協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

２ 事務局は、財団法人日本建築防災協会に置くものとし、協議会はこのための事務局経費を支弁することができるものとする。

(い)

第８章 雑則

（細則）

第３３条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が幹事会の議決を経て、別に定め

る。

（附則）

１ この会則は、設立総会のあった日（平成８年４月５日）から施行する。

２ 協議会の設立当初において幹事会が発足するまでは、入会申込書を会長に提出することをもって入会したものとみなす。

３ 協議会の設立当初の役員は、第１１条第１項及び第２項の規定にかかわらず、設立総会において選任するものとし、その任

期は、第１３条第１項の規定にかかわらず、平成１０年３月３１日までとする。

４ 協議会の設立初年度の事業年度は、第２８条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成９年３月３１日までとする。

（附則）

１ この規約は、平成２１年５月２０日から施行する。

（附則）

１ この規約は、平成２４年５月１１日から施行する。
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20-6-2 10都県被災建築物応急危険度判定協議会規約

（県建築安全推進課）

（名称）

第１条 本会は，「10都県被災建築物応急危険度判定協議会」（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 協議会は，地震による被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するため，「全国被災建築物応急危険度

判定協議会」と連携を図りつつ，「震災時等の相互応援に関する協定（平成１６年２月２４日締結）」第１条の規定による10都県

相互の支援等に関して事前に会員間の調整を行うことにより，応急危険度判定の実施体制の整備を行うことを目的とする。

（事業）

第３条 協議会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事項について協議，その他必要な措置を行う。

一，応急危険度判定に係る都県間の相互支援の体制整備

二，その他協議会の目的を達成するために必要な事項

（会員等）

第４条 協議会の会員は，別表第１に掲げる都県とする。

２ 協議会は，会長が必要と認める場合，会員が管轄する区域にある市町村等をオブザーバーとして会議に参加させることが

できる。

（役員）

第５条 協議会は次の役員を置く。

一，会長 一名

二，副会長 一名

三，幹事 三名

（選任）

第６条 役員は，会員から互選し，総会において承認されたものをあてる。

（職務）

第７条 会長は，協議会を代表し，会務を総理するとともに，協議会の事務，会員への連絡調整等庶務を担当する。

２ 会長は，総会を開催する時間がなく早急に会務を決定する必要がある場合は，総会に代わって会務を定めることができる。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職を代行する。

４ 幹事は，幹事会を組絨し，規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。

（任期）

第８条 役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。

（会議）

第９条 会議は，総会及び幹事会とする。

（総会）

第10条 総会は，会員で構成する。

２ 総会は，会長が召集するものとし，毎年度1回開催するほか，必要に応じ開催することができるものとする。

３ 総会の議長は，会長が務めるものとする。

４ 議決権は，会員の代表者若しくは代理人が総会に出席して，これを行使するものとする。

５ 前項の規定により，その議決権を行使できない会員は，他の会員若しくはその代理人に委任して行使するものとする。

６ 前項の規定によりその議決権を行使する会員は，総会に出席したものとみなす。

７ 総会は会員の総数の２分の１以上の出席をもって成立することとする。

８ 総会の議事は，出席の会員の総数の過半数をもって決し，賛否同数の場合は議長の決するところによる。
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（総会の議事録）

第11条 議長は，総会の議事について，議事録を作成する。

（幹事会）

第12条 幹事会は，協議会役員で構成する。

２ 幹事会は会長が召集するものとし，必要に応じて開催する。

３ 幹事会は，会務の執行に関する事項を審議し，決定するものとする。

４ 幹事会の議長は，その幹事会において，出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。

５ 前項の場合，その直後の総会において，その内容を報告し，会員の了承を求めるものとする。

（作業部会）

第13条 協議会は，協議会の運営及び事業の遂行のため，作業部会を置くことができる。

２ 作業部会の設置及び委員の選任は，幹事会がこれを行う。

３ 作業部会の運営に関して必要な事項は，幹事会の議決を経て，会長がこれを定める。

（活動年度）

第14条 協議会の活動年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。

（解散）

第15条 協議会は，総会において会員総数３分の２以上の議決をもって解散できるものとする。

（委任）

第16条 この規約に定めるもののほか，本会の運営に関する必要な事項は総会の議決を経て，

会長が定める。

（附則）

1 本規約は，平成９年１月２４日から施行する。

（附則）

2 本規約は、平成１６年１０月２５日から施行する。

（附則）

3 本規約は、平成１９年１１月１５日から施行する。

（附則）

4 本規約は、平成２０年１１月１１日から施行する。

（附則）

5 本規約は、平成２２年４月１日から施行する。

（別表第１）

会 員 代 表 者

茨 城 県 土 木 部 長

神 奈 川 県 建 築 住 宅 部 長

群 馬 県 県 土 整 備 部 長

埼 玉 県 都 市 整 備 部 長

静 岡 県 く ら し ･ 環 境 部 長

千 葉 県 県 土 整 備 部 長

東 京 都 都 市 整 備 局 市 街 地 建 築 部 長

栃 木 県 県 土 整 備 部 長

長 野 県 建 設 部 長

山 梨 県 県 土 整 備 部 長
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20-6-3 中部圏９県１市被災建築物応急危険度判定協議会規約
（県建築安全推進課）

（名称）

第１条 本会は、中部圏９県１市被災建築物応急危険度判定協議会（以下、「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 協議会は、災害時等の応援に関する協定書（平成１９年７月２６日締結）に基づく応援の一環として、地震による被災

建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、全国被災建築物応急危険度判定協議会（平成８年４月５

日設立）と連携を図りつつ、会員間の相互支援、協力体制の整備を行うことを目的とする。

（事業）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

一 応急危険度判定に係る会員間の相互支援体制の検討、整備

二 応急危険度判定に係る情報交流

三 その他協議会の目的を達成するために必要な事項

（会員等）

第４条 協議会の会員は別表第１に揚げる県及び政令指定都市とする。

２ 協議会は、会員が必要と認める場合、会員が管轄する区域にある市町村等をオブザーバーとして会議に出席させることが

で

きる。

（役員）

第５条 協議会は次の役員を置く。

一 会長 １名

二 副会長 １名

（選任）

第６条 役員は、会員から互選し、総会において承認されたものをあてる。

（職務）

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理するとともに、協議会の事務、会員への連絡調整等庶務を担当する。

２ 副会長は、会長の職務を補佐する。

（任期）

第８条 役員の任期は次回総会開催日までとし、再任を妨げない。ただし、後任者が選出されるまでの間は、前任者がその任

務を行う。

（総会）

第９条 総会は会長又は会員の５分の１以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、これを開催する。

２ 議長はその総会において、出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。

３ 総会は会員の２分の１以上の出席により成立し、議事は出席した会員の過半数の賛成により決する。

-1128-



[資料編Ⅱ]

４ 次の事項は、出席会員の３分の２以上の多数による議決を必要とする。

一 規約の改正

二 協議会の解散

（部会）

第 10 条 第 3 条の事業を行うため、協議会は部会を置くことができる。

２ 部会の設置及び委員等の選任は、会長がこれを行う。

３ 部会の運営に関して必要な事項は、会長がこれを定める。

（細則）

第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。

（附則）

１ 本規約は、平成 10 年２月 10 日から施行する。

（附則）

１ 本規約は、平成 18 年４月 1 日から施行する。

（附則）

１ 本規約は、平成 27 年１月 23 日から施行する。

別表第 1

会 員 代 表 者

富山県 土木部長

石川県 土木部長

福井県 土木部長

長野県 建設部長

岐阜県 都市建築部長

静岡県 くらし・環境部長

愛知県 建築局長

三重県 県土整備部長

滋賀県 土木交通部長

名古屋市 住宅都市局長
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20-6-4 被災宅地危険度判定連絡協議会規約

平成 ９年５月２３日施行

平成１１年６月 ３日改正

平成２１年８月２１日改正

平成２４年７月１９日改正

平成２６年１１月１２日改正

令和５年１０月３１日改正

第１章 総則

（名称）

第１条 本会は、被災宅地危険度判定連絡協議会（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 協議会は、大地震又は豪雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被

災宅地危険度判定士（以下「判定士」という。）を活用して被災宅地の危険度判定を迅速か

つ的確に実施するため、危険度判定の方法の改善、会員相互の支援等に関する事前の調

整などを行うことにより、危険度判定の実施体制の整備などを図ることを目的とする。

（事業）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

一 判定士の養成及びその知識の向上のための講習会の実施に関すること

二 危険度判定に係る会員間の相互支援体制の整備に関すること

三 危険度判定手法の研究に関すること

四 判定士に対する補償制度の整備に関すること

五 他のボランティア制度との調整に関すること

六 その他協議会の目的を達するために必要な事業

第２章 会員

（会員の構成）

第４条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同する都道府県、指定都市等の地方自治体並

びに第２条の目的の達成のため入会が相当であると会長が認める特殊法人、独立行政法

人、公益法人及びこれらの地方自治体又は法人の機関によって構成される。

（入会）

第５条 協議会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならな

い。

（負担金）

第６条 会員は、通信連絡費、会議費、講習会開催費等の協議会の事業・運営に必要な費用を

賄うため、別表に定める額を協議会に納入するものとする。
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（退会）

第７条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

（届出）

第８条 会員は、第５条の入会申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を

協議会に届け出なければならない。

第３章 役員

（種類及び定数）

第９条 協議会に、次の役員を置く。

一 会 長 １名

二 副会長 ２名以内

三 幹 事 ８名以上１２名以内

四 監査員 ２名

（選任）

第１０条 役員は、総会において会員の中から選任する。

２ 役員は、相互に兼ねることができない。

（職務）

第１１条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

行する。

３ 会長、副会長及び幹事は、幹事会を組織し、規約及び総会の議決に基づき会務を執行す

る。

４ 監査員は、協議会の会計を監査する。

（任期）

第１２条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

（顧問）

第１３条 協議会に顧問を置くことができる。

２ 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることができる。

３ 顧問は、会員以外の者で宅地防災に関する学識経験を有するものの中から会長が委嘱す

る。

第４章 会議

（種別）

第１４条 会議は、総会及び幹事会とする。
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第１５条 総会は会員をもって構成し、幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。

（総会の権能）

第１６条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

一 事業計画及び収支予算の決定

二 事業報告及び収支決算の承認

三 規約の変更

四 その他協議会の運営に関する重要な事項

（総会の招集等）

第１７条 総会は、会長が招集する。

２ 総会は、必要に応じて開催することができる。

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項等を、書面又は電磁的方法によっ

て通知しなければならない。

４ 総会は、必要に応じ関係機関又は関係者に出席を求めることができる。

（総会の議長）

第１８条 総会の議長は、会長がこれを務める。

（総会の定足数）

第１９条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。この場合におい

て、次条第３項又は第４項の規定に基づき総会に出席せず、代理人によって又は書面若しく

は電磁的方法によって総会の議決権を行使することとした会員がいると きは、当該会員の

数は出席した会員に算入する。

（総会の議決権）

第２０条 総会における会員の議決権は、一会員につき一個とする。

２ 議決権は、会員の代表者又はその代理人が総会に出席して、これを行使するものとする。

３ 総会に出席しない会員は、他の出席する会員を代理人として議決権の行使を委任すること

ができる。

４ 総会に出席しない会員は、書面又は電磁的方法により、議決権（第１０条第１項の選任の場

合の選挙権を含む。前条から次条までにおいて同じ。）を行使することができる。

５ 第３項又は前項の規定に基づき行使された議決権の数は、出席した会員の議決権の数に

算入する。

（総会の議決方法）

第２１条 総会の議事は、この規約で別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合においては、前条第５項の規

定を準用する。

２ 総会において選任又は議決をすべきものとされた事項については、第１７条から前条まで及

び次条の規定にかかわらず、総会を開催せず、書面又は電磁的方法によって、選任又は議

決をすることができる。この場合においては、前項及び次条の規定を準用し、これらの規定

中「出席した会員」は「会員」と読み替えるものとする。
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３ 前項の規定による書面又は電磁的方法による選任又は議決は、総会における選任又は議

決と同一の効力を有するものとする。

（特別決議）

第２２条 次の事項は、総会において、出席した会員の議決権の３分の２以上による議決を必

要とする。

一 規約の変更

二 協議会の解散

（幹事会の権能）

第２３条 幹事会は、次の事項を議決する。

一 総会に付議すべき事項

二 総会の議決した事項の執行に関する事項

三 その他総会の議決を要しない協議会の運営に関する事項

（幹事会の招集等）

第２４条 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。

２ 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所及審議事項等を、書面又は電磁的方法によっ

て通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ幹事会で定めた方

法により通知することができる。

３ 幹事会は、必要に応じ関係機関又は関係者に出席を求めることができる。

４ 監査員は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはでき

ない。

（幹事会の議長等）

第２５条 幹事会には、第１８条から第２１条までの規定（第２０条第４項かっこ書きを除く。）を

準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「幹事会」と、「会員」とある

のは「会長、副会長及び幹事」と、「選任又は議決」とあるのは「議決又は定め」と、「第１７条

から前条まで及び次条の規定」とあるのは「第２３条、第２４条、第２６条及び第３１条の規定」

と、「前項及び次条」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

第５章 会計

（財産の管理）

第２６条 協議会の財産は、幹事会の定めるところにより、事務局が管理する。

（事業年度）

第２７条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業報告及び収支決算）

第２８条 協議会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後に会長が作成し、監査員の

監査を経なければならない。
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第６章 事務局等

（事務局）

第２９条 協議会の事務を処理するため、公益社団法人全国宅地擁壁技術協会に事務局を置

く。

（国土交通省の助言・協力）

第３０条 協議会は、国土交通省都市局都市安全課に必要な助言・協力を求めることができる。

第７章 雑則

（細則）

第３１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が幹事会

の議決を経て、別に定める。

附則

１ この会則は、設立総会のあった日（平成９年５月２３日）から施行する。

２ 協議会の当初の役員は、第１０条の規定にかかわらず、設立総会において選任するものと

し、その任期は、第１２条の規定にかかわらず、平成１１年３月３１日までとする。

３ 協議会の設立初年度の事業年度は、第２９条の規定にかかわらず、設立総会の日から平

成１１年３月３１日までとする。

附則（平成１１年６月３日改正）

１ 改正後の規約は、改正の議決の日（平成１１年６月３日）から施行する。

附則（平成１５年５月１９日改正）

１ 改正後の規約は、改正の議決の日（平成１５年５月１９日）から施行する。

附則（平成２１年８月２１日改正）

１ 改正後の規約は、改正の議決の日（平成２１年８月２１日）から施行する。

附則（平成２４年７月１９日改正）

１ 改正後の規約は、改正の議決の日（平成２４年７月１９日）から施行する。

附則（平成２６年１１月１２日改正）

１ 改正後の規約は、改正の議決の日（平成２６年１１月１２日）から施行する。

附則（令和５年１０月３１日改正）

１ 改正後の規約は、改正の議決の日（令和５年１０月３１日）から施行する。
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別表（第６条関係）

負 担 金
１団体あたり

２７，０００円/年
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災害復旧技術専門家派遣制度要綱 

 

（目 的） 

第１条 災害復旧技術専門家派遣制度（以下「本制度」という。）は、異常

天然現象により公共土木施設に被災が発生した際、「災害復旧・改良

復旧事業の技術的助言などの支援（試行）について」（平成 26 年 5
月 1 日国土交通省水管理・国土保全局防災課長通知）に基づく要請、

又は地方公共団体等からの要請（以下「要請」という。）に基づいて

災害復旧技術専門家（以下「技術専門家」という。）を災害現地に派

遣し、ボランティア活動として、地方公共団体等の行う災害復旧活動

の支援・助言を行い、もって円滑な災害復旧事業の促進に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱における技術専門家とは、災害復旧制度を熟知し、災害発

生時等に地方公共団体等の求めに応じて現地に派遣され、技術的助言

等が可能な者として、(公益社団法人)全国防災協会会長（以下「会長」

という。）が認定し、登録された者をいう。 

 
（認定申請） 

第３条 技術専門家の認定を受けようとする者は、別に定める必要書類を添

えて会長あて申請する。 

 

（派 遣） 
第４条 技術専門家は、別に定める派遣基準を踏まえ災害復旧技術専門家派

遣制度運営委員会（以下「運営委員会」という。）の審議（電磁的会

議でも可）を経て、会長が派遣する。 
  ２ 災害規模、災害の範囲及び災害の特殊性を鑑みて、現地調査等が必

要になった場合、運営委員会の委員等（有識者も含む）による調査

団を構成し、現地調査を行うことができる。現地調査の結果は会長

に報告する。 
 
（派遣手続） 
第５条 技術専門家の派遣は、別に定める派遣手続きにより行う。 
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（業 務） 

第６条 技術専門家は地方公共団体等の要請に基づいて、次に掲げる業務を

行う。 
  （１） 災害調査に関する支援 
  （２） 復旧工法に関する技術的助言 
  （３） その他地方公共団体等が行う災害復旧に関する支援・助言 

 

（責 務） 

第７条 技術専門家は次に掲げる責務を有する。 
  （１） 技術専門家は、講習会の受講等により災害復旧に係る技術の研

鑽等に努める。 

    （２） 災害現地に派遣された場合には、別に定める様式により現地活

動の概況をとりまとめて会長に報告する。 

 

（災害復旧技術専門家派遣制度運営委員会） 

第８条 本制度を的確に運営するために災害復旧技術専門家派遣制度運営

委員会（以下「運営委員会」という。）を設ける。運営委員会の委員

は、会長が委嘱する。 
   ２ 運営委員の任期は、選任後２年とし、再任を妨げない。 
   ３ 運営委員会には委員長を設け、委員の互選により選出する。 

   ４ 運営委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

      （１） 技術専門家の認定登録審査（認定判断基準は、別に定める。） 

      （２） 技術専門家の派遣に関する審議（電磁的審議も可。） 
（３） 本制度の運営に関する事項についての審議 
５ 運営委員会は、本制度の運用に関し相談役を置くことができる。 

また、本制度の運用に関する技術的助言を受ける等必要に応じてオ

ブザーバーを置くことができる。 
   ６ 運営委員会に地域毎にブロック会議を設置し、技術専門家の教 

育・研修、派遣時の候補者の人選等を行う。 
 

（派遣費用） 

第９条 技術専門家派遣に要する費用（交通費、宿泊費等）は、以下のとお

りとする。 
  （１） 別に定める派遣基準及び災害復旧・改良復旧事業の技術的助言

などの支援（試行）について（国水防第１８号平成２６年５月１

日国土交通省水管理・国土保全局防災課長）にともなう派遣に要
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する費用は、（公社）全国防災協会が負担する。 
  （２） 上記以外は、要請した地方公共団体等が負担する。 
 

（その他） 

第１０条 本要綱に定めるもののほか、本制度の運営に関し必要な事項は 
会長が定める。 

 

（附 則） 

 この要綱は、平成３１年２月２２日より適用する（平成 15 年 11 月 20 日

の災害復旧技術専門家派遣制度要綱は廃止する）。 

-1138-



[資料編Ⅱ]

２０－７ 静岡県地震防災センターの設置及び管理に関する条例
（県危機情報課）

平成元年静岡県条例第 16号

平成 18年静岡県条例第 28号

（趣 旨）

第１条 この条例は、静岡県地震防災センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（設 置）

第２条 県民の地震防災を推進するため、静岡県地震防災センター（以下「センター」という。）を静岡市に設

置する

（開館時間）

第３条 センターの開館時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、知事は、特に必要があると認める

ときは、これを変更することができる。

（休館日）

第４条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に開

館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12 月 28 日から翌年の１月４日までの日

（利用の制限）

第５条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) センターの風紀若しくは秩序を乱し、又は施設若しくは設備を損傷するおそれのある者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(3) 前２号に掲げる者のほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成元年４月 20日から施行する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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